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②事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）

○都道府県毎に、「選択と集中」「市民参加・市民との協働」を
キーワードとして、事故データや地方公共団体・地域住民から
の指摘等に基づき交通事故の危険性が高い区間を選定
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幹線道路における交通事故が特定の箇所に集中して発生していることから、集中的、効率的・効果的
な事故対策の実施に向け、事故危険箇所対策、事故ゼロプランを展開

歩行者・自転車が関連する死傷事故は、身近な道路（生活道路）で発生していることから、生活道
路対策エリアでの速度抑制等、通学路対策を展開し、歩行者・自転車中心の空間づくりを推進

■幹線道路の交通安全対策 ■生活道路の交通安全対策

①事故危険箇所

○全国一律の基準を基に、死傷事故率が高く、又は死傷事故が多発
している交差点や単路部を指定

③生活道路対策エリア

○市町村が、都道府県公安委員会により実施されるゾーン30
指定区域と整合を図り生活道路対策エリアを登録

○ハンプや狭窄等の物理的デバイスなどにより、生活道路の面
的対策や区間対策を実施

（出典：国土交通省ＨＰ（一部加筆））

④通学路対策（合同点検要対策箇所）

○道路管理者、警察、教育委員会等の関係機関が連携し、定期
的な合同点検による改善箇所を抽出

交通安全対策
の概念図

市町村道

④通学路対策

都道府県道
直轄国道

②事故ゼロプラン
（事故危険区間

重点解消作戦）

①事故危険箇所 ③生活道路対策エリア

１．全国的な取り組み

政令指定市が管理する市道
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対策区分 取組み状況

幹線道路の
交通安全対策

事故危険箇所
（県内幹線道路）

○第一次社会資本整備重点計画（計画期間：平成15年度～19年度）
→事故危険箇所（全国：3,956箇所 熊本県：66箇所）

○第二次社会資本整備重点計画（計画期間：平成20年度～24年度）
→事故危険箇所（全国：3,396箇所 熊本県：76箇所）

○第三次社会資本整備重点計画（計画期間：平成24年度～28年度）
→事故危険箇所（全国：3,490箇所 熊本県：77箇所）

○第四次社会資本整備重点計画（計画期間：平成27年度～32年度）
→事故危険箇所（全国：3,125箇所 熊本県：75箇所）

事故ゼロプラン
（直轄国道）

○平成22年度に事故危険区間として、県内直轄国道の336区間を登録
○平成27年度に事故ゼロプラン見直しの方針等について議論
〇平成30年度に事故危険区間リストを更新し、446区間を登録

生活道路の
交通安全対策

生活道路対策エリア ○平成27年度から対策エリアを自治体より募集
（令和元年11月末時点：20エリアを登録）
○平成28年度以降に対策エリアの道路交通状況を分析、計画を策定

通学路対策 ○平成24年5月より通学路における合同点検を実施し、対策を検討・実施
〇令和元年6月から、未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の
確保に向けた取り組みを実施

熊本県においても、事故危険箇所や事故危険区間を抽出し、幹線道路の事故対策を推進
生活道路は、自治体より募集した20エリアを対策エリアに登録し、物理的デバイス等の対策を推進
更に、未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の確保に向けた取り組みを実施

２．熊本県における取り組み
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３．平成30年度 熊本県道路交通環境安全推進連絡会議の議事概要と対応方針

項目 主な意見 回答 今年度の対応方針
幹線道路
の事故対策

〇カラー舗装の色や設置基準等について、熊本県内
の統一事項を決めて頂けると活用できる。（熊本
県 土木部 道路都市局 道路保全課長）

〇作業部会でも議題に挙がったため、今後実施する対
策については基準の統一を図りたい。（事務局）
〇熊本県警の方とも調整した上で基準の統一を進め
て頂きたい。（国土交通省 九州地方整備局 熊本
河川国道事務所 事務所長）

〇県内におけるカラー舗
装の設置基準等に関
する統一方針を検討
【資料5-P29～34】

〇高齢運転者が増えている中、歩道部、自転車道、
車道をカラー化や物理的デバイスで明確に分けるよ
うな対策が必要。一目で分かる対策は事故抑制
につながる。（熊本県警察本部 交通規制課 交
通規制課長）

〇交差点内指導線設
置の取り組み事例を
紹介
【資料5-P25】

生活道路
の事故対策

〇効果分析した3地区の通過交通は増加しているが、
生活道路対策の実施によって負の効果が出ている
のか。（西日本高速道路（株） 九州支社 熊
本高速道路事務所 事務所長）

〇ETC2.0車載器の普及が進み、全流入交通車両
が増えたことで通過車両の割合が高くなったと考えら
れる。（事務局）
〇30km/hを超えている車両が大幅に減っていることが
データから明らかになった。これは大きな対策効果で
ある。（国土交通省 九州地方整備局 熊本河川
国道事務所 事務所長）

〇生活道路の交通状
況分析事例を紹介
【資料5-P43】

自転車利用
環境の整備

〇自転車のマナーや車両側の路上駐車等、単に他
地域の対策を真似するのではなく熊本県の利用
実態に即した対策を実施していくべき。（国土交
通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所
事務所長）

〇昨年夏に立ち上げたサイクルツーリズム推進協議会
を通して、自転車ネットワーク計画の策定、安全な
走行空間の整備を検討している。（熊本県 土木
部 道路都市局 道路保全課長）

〇自転車ネットワーク計
画の策定及び安全な
走行空間整備に向け
た取り組みを報告
【資料5-P47～50】

〇中心市街地に矢羽根を設置しているが、マナーが
悪く自転車の事故等が発生している。今後も、交
通管理者の方と協議しながら対策の精度を上げて
いきたい。（熊本市 都市建設局 土木部 主席審
議員）

〇自転車通行空間の
整備に対する利用者
の声」を紹介
【資料5-P51】

Ｈ31年1月25日 開催



⑤自転車利用環境整備
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１） 幹線道路の事故対策
◇ 事故危険箇所の進捗状況・フォローアップ結果について【報告】
◇ 事故危険区間リストの更新について【報告】
◇ 事故対策の取り組み（カラー舗装整備ガイドライン（案））について【審議】

２） 生活道路の事故対策
◇生活道路対策エリアの取り組みについて【報告】
◇未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の確保について【報告】

３） 自転車利用環境の整備
◇自転車ネットワーク整備について【報告】

４．本日のポイント

交通安全対策
の概念図

市町村道

④通学路対策

直轄国道

②事故ゼロプラン
（事故危険区間

重点解消作戦）

①事故危険箇所 ③生活道路対策エリア

都道府県道

政令指定市が管理する市道
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死傷事故発生状況
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死傷事故発生状況（全国）
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１．死傷事故件数及び死者数の推移
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S63年をピークに
死亡者数は減少

全国、熊本県ともに、死傷事故件数はH16年をピークに減少傾向にあり、H30年の熊本県死傷事故
件数は約4800件とH16年の約6割まで減少

死者数も年々と減少傾向にあり、最新年（R元年）の全国死者数は過去最小数を更新
一方、熊本県の死者数は令和元年に増加（60⇒69人/年）

▲死傷事故件数の推移（全国、熊本県） ▲死者数の推移（全国、熊本県）

出典：警察庁、熊本県警察統計データ

【令和元年の死者数】
全 国：3,215人
熊本県： 69人
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▲道路種別別死傷事故発生割合

熊本県内における死傷事故の約６割は幹線道路で発生
全国平均と比べ、幹線道路の割合が約６％高い

２．死傷事故発生状況

（出典：イタルダ_道路管理者別・交通事故分析データ（平成25年～29年事故））

【全国】 【熊本県】

※幹線道路：全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）の対象路線

※生活道路：幹線道路以外の道路（一般の市町村道）

幹線道路で
約６割が発生
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▲幹線道路の事故種別別発生割合 ▲幹線道路の死傷事故率別区間数と事故件数割合（H26-H29）

自動車事故
が約７割

（出典：イタルダ事故データ）

死傷事故件数の
約４割が集中

死傷事故率※100以
上の区間は約１割

幹線道路で発生する事故の約７割が自動車同士の事故であり、特定の区間に集中して発生（死傷
事故率が100以上の区間（約１割）に、死傷事故発生件数の約４割が集中）

３．幹線道路の死傷事故発生特性

（単位：死傷事故率）

※事故率の算定

該当区間24ｈ交通量 × 区間延長 × 365日

事故率 ＝

（単位：件/億台㌔年）

区間内の事故件数 × １億○事故率（件/億台㌔）とは、１台の自動車が１kmの区間を１億回走行した
時に発生する事故件数を意味する。

○事故率は、事故件数等の絶対数を道路延長と交通量で標準化したもの
であり、事故危険度の評価指標として一般的に用いられる指標。

（出典：イタルダ_道路管理者別・交通事故分析データ（平成25年～29年事故））
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 10万人あたりの死傷事故件数（H26-29）をみると、上益城郡嘉島町、玉名郡玉東町が高い
死傷事故件数のピーク時期（H16-19）と比べると、追突事故、交差点付近の事故、自動車×自
動車・歩行者の事故の発生割合が増加

４．幹線道路の死傷事故発生特性（地域別・事故類型別等）

▲地域別人口10万人当たりの死傷事故件数（H16-19とH26-29）
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上益城郡嘉島町の
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出典：イタルダ事故データ
（H16-19、H26-29）

玉名郡玉東町の
死傷事故件数が高い
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▲全事故に対する歩行者・自転車事故の発生割合（H26-H29）

歩行者・自転車事故の発生割合は
幹線道路の約２倍

（出典：イタルダ事故データ）

▲幹線道路・生活道路別の歩行者・自転車事故割合（H26-H29）

歩行者・自転車事故の約６割は
生活道路（一般市町村道）で発生

５．生活道路の死傷事故発生特性

歩行者・自転車が関わる事故の約６割は生活道路（一般市町村道）で発生
全事故に対する発生割合は幹線道路の約２倍と高い
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 10万人あたりの死傷事故件数は、熊本市、荒尾市、合志市が特に多い（上位3位）
事故類型は出会い頭事故の割合が多く、幅員が狭い単路や小規模交差点で多くが発生

６．生活道路の死傷事故発生特性（地域別・事故類型別等）

▲H26-29の10万人あたりの死傷事故件数

出会い頭事故
の割合が多い

▲事故類型

▲事故発生位置

特に多い（上位３都市）

幅員が狭い単路や小規模交差点
における事故が約半数を占める

※小規模交差点：5.5m未満の道路同士が交わる交
差点及び5.5m未満の道路と5.5m～13.0m未満の道
路が交わる交差点

※中規模交差点：5.5m～13.0m未満の道路同士が交
わる交差点

※大規模交差点：13.0m以上の道路に交わる交差点

出典：生活道路イタルダ事故データ（H26-29）

特に多い（上位３都市）
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事故危険箇所について
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区分 計画期間
選定箇所数

全国 熊本県

第１次 平成15年度～19年度 ３,９５６ ６６

第２次 平成20年度～24年度 ３,３９６ ７６

第３次 平成24年度～28年度 ３,４９０ ７７

第４次 平成27年度～32年度 ３,１２５ ７５

【第４次事故危険箇所の選定の考え方】
◆平成22年～平成25年における平均的な交通事故発生状況について以下の条件を全て満たす箇所
○死傷事故率が100件/億台キロ※1以上
○重大事故※2率が10件/億台キロ以上
○死亡事故率が1件/億台キロ以上

◆ETC2.0のビッグデータを活用した潜在的な危険箇所等、地域の課題や特徴を踏まえ、特に緊急的、集
中的な対策が必要な箇所

事故危険箇所とは、警察庁と国土交通省が合同で、一定の抽出基準のもと、死傷事故率が高く、又
は死傷事故が多発している交差点や単路を「事故危険箇所」として指定

社会資本整備重点計画で掲げた目標（対策実施箇所における死傷事故件数の約３割抑止）に
向け、対策を推進中

１．事故危険箇所について

※2 重大事故：死亡事故＋重傷事故※1 件/億台キロ：1万台の車が1万㎞走行した場合に発生する件数を表す

１）選定箇所数



事故危険箇所について
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２）熊本県の取り組み

②対策実施箇所のフォローアップ

当面は、第3次及び第4次の事故危険箇所を対象に、対策実施箇所の効果
を定期的に検証

効果が発現した対策、効果発現が低い対策について、関係機関が集う安推
連会議を通じて情報を共有

効果的な対策は、他の事故危険箇所や対策が必要な箇所等への水平展開
を実施

①対策実施状況の進捗管理

県内の事故危険箇所について目標年次までの対策完了に向け、進捗管理表
をもとに対策実施状況を管理

効果的な対策の立案・実施に向けて、対策内容等に関する調整が必要な場
合、関係機関が集う安推連会議を活用して協議

目
標
年
次
ま
で
に

効
果
的
な
対
策
を
完
了

【事故危険箇所の目標】

○第３次事故危険箇所：道路交通による事故危険箇所の死傷事故抑止率

＜H23 年度末→約３割抑止（H28 年度末）＞

○第４次事故危険箇所：幹線道路の事故危険箇所における死傷事故抑止率

＜H26 年比 約３割抑止（H32 年）＞
※出典：社会資本整備重点計画（第３次、第４次）
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事故危険箇所の対策状況について

▲第３次の事故危険箇所の進捗状況

▲対策効果分析結果

死傷事故件数が

約７割減少
【第３次の事故危険箇所（77箇所）】

【死傷事故件数・重大事故件数】
効果分析が可能な43箇所の合計値
対策前：H19～H22年の4年間の年平均（事故危険箇所選定時の事故データ）
対策後：対策完了翌年から4年間の年平均

（4年分のデータがない場合は、対策完了翌年～平成29年の年平均）

１）対策実施状況 =第３次＝

平成25年7月に登録した第３次の事故危険箇所77箇所のうち、約８割は対策が完了し、対策後の
事故件数は約７割減少（事故危険箇所の削減目標である約３割抑止を達成）

２．熊本県内の事故危険箇所について

重大事故件数が

約８割減少

（資料：イタルダ事故データ）

事故データによる効果分析が
可能な43箇所を分析

【死傷事故件数】 【重大事故件数】
※重大事故は、死亡事故＋重傷事故

▲死傷事故件数減少率

県全体平均と比べ

対策実施箇所の
減少率は大きい

※熊本県は、Ｈ19～22とＨ28～29を比較
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【対策完了箇所：フォローアップ】
国道3号 宇城市小川町西北小川585番地

＜熊本河川国道事務所＞

事故要因の把握と対策立案事故要因の把握と対策立案Plan

対策実施（H27年）対策実施（H27年）Do

対策効果の検証対策効果の検証Check信号処理されていない交差点の位置が把握しづらいため、流出入車両
による直進阻害が発生し、本線直進車同士の追突事故が発生
⇒交差点部のカラー化（交差点流出入車両への注意を喚起）

見通しの良い区間であるため走行速度が高くなりやすく、先行車の急な
減速行動に対応できず追突する事故が発生
⇒減速路面標示・注意喚起路面標示の設置

至 八代市

見通しの良い直線区間に交差道路が接続しており、交差点を流出入する車両が本線交通の進行を阻害し
やすい道路交通環境

至 宇土市

写真① 写真②

至

宇
土
市

至

氷
川
町

写真④

対策前 対策後

減速路面標示
注意喚起路面標示

◆死傷事故件数の変化

減速路面標示＋注意喚起路面標示

◆死傷事故件数の推移

死傷事故が
約８割減少

対策前
（事故危険箇所抽出時）

対策後対策
実施年

交差点カラー化

対策の改善対策の改善Action
全事故及び目的とした追突事故の削減件数が大きいことから、対策完
了と判断

至 宇土市

至 氷川町

■効果分析箇所の位置図

当該箇所

宇城市小川町西北小川
（無信号交差点）

3

大野

西北小川

至 八代市

至 宇土市

写真③

写真④

至 八代市

至 宇土市
写真③

写真③

写真②
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【対策完了箇所：フォローアップ】
（主）別府一の宮線 阿蘇市一の宮町宮地地区

＜熊本県＞

事故要因の把握と対策立案事故要因の把握と対策立案Plan

対策実施（H25年）対策実施（H25年）Do

対策効果の検証対策効果の検証Check
走行性の良い直線区間にあるカーブ区間であるため、沿道出入車両等
への対応が遅れ、追突事故や右左折時事故が発生
⇒減速路面標示・注意喚起路面標示の設置

カーブ区間の見通しが悪く、高い走行速度でカーブ区間に進入するこ
とで、右左折車両への対応が遅れやすい

対策後

注意喚起路面標示の設置

◆死傷事故件数の変化◆死傷事故件数の推移

死傷事故が
約８割減少

対策前
（事故危険箇所抽出時）

対策後対策
実施年

対策の改善対策の改善Action

全事故及び目的とした追突事故や右左折時事故の削減件数が大きい
ことから、対策完了と判断

至 南小国町

至 南阿蘇村

■効果分析箇所の位置図

当該箇所

阿蘇市一の宮町
宮地地区

阿蘇市役所前

阿蘇神社入口

至 国道57号

至 やまなみハイウェイ

対策後

カーブ区間への減速路面標示の設置

11

一の宮中

一の宮小

阿蘇市役所



対策検討中

20%

対策決定（対策着手前）

32%
事業中

15%

対策済み

33%
第４次

事故危険箇所

（N=75）

対策検討中

68%

対策決定（対策着手前）

21%

事業中

4%

対策済み

7%

第４次

事故危険箇所

（N=75）

▲第４次の事故危険箇所の進捗状況

【第４次の事故危険箇所（75箇所）】

事故危険箇所の対策状況について

19

２）対策実施状況 =第４次＝

平成29年1月に登録した第４次の事故危険箇所75箇所の進捗状況は、令和２年1月末時点で事
業中（対策着手前含む）が35箇所、対策完了が25箇所と約８割の箇所で対策に着手

【対策完了箇所の対策状況】

▲県道３４７号寺田岱明線（玉名市桃田交差点） 右折指導線の設置

▲国道５７号（宇土市城塚地区） 注意喚起路面標示＋減速路面標示の設置

対策前 対策後

対策前 対策後
平成30年度
安推連会議時点

令和元年度
安推連会議時点

更新
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熊本県 事故ゼロプランの取り組み
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熊本県内直轄国道においても、交通事故が多発する特定の区間等に対して、重点的・集中的に交通
事故対策に取り組む事故ゼロプランを平成22年度から推進

事故ゼロプランの推進にあたっては、道路交通環境安全推進連絡会議による意見等を踏まえ「事故危
険区間リスト」を作成し、選択と集中による計画的、効率的な交通安全対策事業を実施

１．熊本県における事故ゼロプラン

熊本県（ITARDA区間）

事故危険区間リスト

リストに基づく対策事業の実施

事故ゼロプランの施策評価

事故ゼロプランの改善

事故対策案の検討Ｐ

事故対策事業の実施Ｄ

対策効果の検証・評価Ｃ

追加対策の必要性検討Ａ

追
加
対
策

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

意見 第三者委員会
熊本県道路交通環境安全推進連絡会議

▲事故ゼロプランによる交通安全事業マネジメント

（１）事故ゼロプランの対象とする道路

○熊本県内の直轄国道（3号、57号、208号）

（２）事故危険区間の選定方法

○「交通事故関連」と「歩行者関連」の２つの観点から事故危険区間を選定

（３）事故危険区間抽出の考え方（基準値・指標等）

「交通事故関連」・・・・・事故発生件数や死亡・重大事故の発生状況などの交通事故
に係るデータ・指標を基に選定

「歩行者関連」・・・・・・・歩道の整備状況、通学路の有無、歩行者事故発生状況など、
歩道ならびに利用者に係るデータ・指標を基に選定

「地元等意見」・・・・・・・上記の抽出基準のほかに、地方公共団体等の要望、公安委
員会の指摘など、データ・指標に現れない事故発生の危険性
がある箇所を選定

１）熊本県事故ゼロプランの概要
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平成22年度に、事故危険区間リストを作成し、代表区間を公表
平成23年度以降は、整備優先度評価や事故ゼロプランの見直し方針等について議論

第
1
回

熊
本
県
の
直
轄
国
道
に
お
け
る

成
果
を
上
げ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
委
員
会

（Ｈ
22
年
11
月
1
日
）

第
2
回

熊
本
県
の
直
轄
国
道
に
お
け
る

成
果
を
上
げ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
委
員
会

（Ｈ
22
年
12
月
8
日
）

県
内
直
轄
国
道
「事
故
危
険
区
間
」代
表
区
間
の
公
表

（Ｈ
22
年
12
月
27
日
）

第
3
回

熊
本
県
の
直
轄
国
道
に
お
け
る

成
果
を
上
げ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
委
員
会

（Ｈ
24
年
3
月
12
日
）

熊
本
県
道
路
交
通
環
境
安
全
推
進
連
絡
会
議

及
び
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
会
議

（Ｈ
28
年
2
月
19
日
）

熊
本
県
道
路
交
通
環
境
安
全
推
進
連
絡
会
議

及
び
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
会
議

（Ｈ
31
年
1
月
25
日
）

平成22年度 平成23年度 平成27年度 令和元年度

２）事故ゼロプランに関する会議開催状況

事故危険区間の抽
出基準の考え方等
について議論

事故危険区間の抽
出結果及び公表等
について議論

事故危険区間の整
備優先度評価等に
ついて議論

事故ゼロプランの

見直し方針等につ
いて議論

事故ゼロプランの

見直し結果等につ
いて議論

熊
本
県
道
路
交
通
環
境
安
全
推
進
連
絡
会
議

及
び
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
会
議

（Ｒ
2
年
2
月
7
日
）

平成30年度

事故危険区間リス

トの更新等につい
て報告



熊本河川国道管内イタルダ区間 【2441区間】

死傷事故率上位10位1

死傷事故件数上位10位

死傷事故率100件/億台キロ 以上
かつ 死傷事故件数16件/４年※1 以上

Ｙ

事故危険箇所に指定

※1県上位200箇所平均

死亡事故が発生

重大事故が発生

地域の声

・自治体アンケート
・地方公共団体等からの
要望書

・高齢者アンケート
・ＷＥＢ（ヒヤリ）調査

公安委員会から
の指摘

両側（上下線）共に歩道がない

・両側とも歩きやすさラン
クが“Ｄ”

法指定通学路 or
学校指定通学路に指定

人対車両事故が発生

A.データに基づく選定 B.地元等からの意見に基づく選定 C.データに基づく選定 D.地元等からの意見に基づく選定

ETC2.0による急減速が多発

交通事故関連 歩行者関連

事故危険区間【446区間】

熊本県 事故ゼロプランの取り組み
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事故危険区間の選定フローは以下の通り
３）事故危険区間の選定フロー

2

Ｙ

3

4

Ｎ

Ｎ

Ｙ Ｎ

5

6

Ｙ Ｎ

Ｙ Ｎ

7

Ｙ Ｎ

8

Ｙ Ｎ

対象外

9

Ｙ Ｎ

10

道路管理者に
よる点検

11

対象外

Ｙ Ｎ

Ｙ Ｎ

12

13

14

歩道が不連続15

Ｙ Ｎ

対象外

Ｙ Ｎ

Ｙ Ｎ

Ｙ Ｎ

地域の声

・自治体アンケート
・地方公共団体等からの
要望書

16

対象外

Ｙ Ｎ



207区間
（46％）

熊本県 事故ゼロプランの取り組み
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対策検討区間

事業中区間

対策実施済み区間

残存区間
（経過観察区間）

対策完了区間

38区間
（9％）

56区間
（13％）

112区間
（25％）

計：446区間
■事故危険区間の更新結果
（Ｈ30年度版の事故危険区間数）

（１）対策検討区間
⇒優先的に対策を検討する区間
【事例】 国道57号 熊本市中央区（上水前寺2丁目交差点）

熊本県の事故危険区間446区間のうち、対策の検討が必要な箇所は328区間と約7割を占め、そ
のうち、優先的に対策を検討していく箇所は215区間

対策を実施した箇所は92区間、そのうち新たに対策効果を確認した14区間は対策完了へ移行

（２）経過観察区間
⇒最新事故データ等を基に、継続して事故リスクを監視
する区間（選定基準に該当した段階で、対策検討区間
に格上げ）

（３）事業中区間
⇒引き続き事業を推進する区間

（４）対策実施済み区間
⇒対策後の事故データを収集後、効果分析を実施
【事例】 国道3号 熊本市中央区（迎町交差点）

（５）対策完了区間
⇒対策効果が発現した区間
【事例】 国道3号 熊本市北区植木町鐙田
【事例】 国道3号 水俣市袋（歩道整備）

選定基準に該当

２．熊本県事故危険区間リストの更新

215区間
（48％）

26区間
（6％）

22区間
（5％）

113区間
（25％）

計：446区間

33区間
（7％）

対策効果の
発現が低い

70区間
（16％）

前回更新（H30） 今回更新
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熊本県 事故ゼロプランの取り組み
３．箇所概要
（１）対策検討区間

【事例：国道57号 熊本市中央区（上水前寺2丁目交差点）】

国道57号上水前寺2丁目交差点では、従道路の交通が交差点内で錯綜する右折時事故が発生
右折車の待機位置を明示するとともに、対向直進車の走行位置を示し注意喚起する対策を検討

事故要因 右折時の視認性の悪さ（対向直進車の発見遅れ）

対策方針
右折時の視認性向上に向けた右折待機位置の明示
右折車に対向直進車の存在を注意喚起

対策内容 交差点内の区画線設置（待機位置明示、直進車動線明示）

■事故パターン
○対向右折車の背後からきた直進車
と出会い頭に衝突

Copyright(c) ＮＴＴ空間情報All Rights Reserved

至 熊本IC

至 熊本市動植物園

57

上水前寺2丁目

熊本工業高校前

当該箇所

右折指導線
（待機位置明示）

路面標示「追突注意」
（横文字）

路面標示「追突注意」
（横文字）

植栽撤去

従道路直進車の
動線明示

■対策案

至

熊
本
市
動
植
物
園

至

熊
本
Ｉ
Ｃ

57

至

熊
本
市
動
植
物
園

至

熊
本
Ｉ
Ｃ

上り

下り
上り

下り

■従道路右折車からみた視認状況

現況 現況

【対向右折車がいない場合】 【対向右折車が待機している場合】

お互いが譲り合うことで右折
車同士の距離が長くなり、
背後の直進車が把握しづらい

【対向右折車が待機している場合】

対策後

右折停止位置を明示する
ことで視認性が向上

従道路直進車の走行位置が
分かりやすい（注意を喚起）
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熊本県 事故ゼロプランの取り組み

（２）対策実施済み箇所 【 事例：国道3号 熊本市中央区（迎町交差点）】

国道3号迎町交差点では、交差点内の急カーブにより、トラックの横転事故等が発生
交差点区間の線形を改良する抜本的な対策を実施（令和2年1月に完成）

Copyright(c) ＮＴＴ空間情報All Rights Reserved

至 熊本城

至熊本南警察署

３

迎町

向山小入口

当該箇所

対策前
①交差点内で急カーブしているため、
大型車が車道外へ逸脱する事故が
発生
②バスが停車するスペースがない
ため、渋滞や追突事故が発生
③交差点が広く、走行位置が分
かりにくいことによる事故が発生

対策後
①交差点内のカーブを緩やかにし、
カーブに沿って道路に勾配（バン
ク）をつけ、車道外への逸脱を防止
②バスが停車するスペースを設置
して、渋滞緩和や追突事故を防
止
③交差点をコンパクト化し走行位
置を明示することで、走行がスムー
ズになり渋滞緩和や事故を防止

至 山鹿市

至 宇土市

完成写真

至

熊
本
駅

至

熊
本
大
学
病
院
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4
5
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7

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
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熊本県 事故ゼロプランの取り組み

（３）対策完了箇所（事故対策） 【 事例：国道３号 熊本市北区植木町鐙田】

国道3号熊本市北区植木町鐙田区間では、先行車両の減速行動を見落とし、追突事故が発生
 カラー化や減速路面標示の対策を実施した結果、対策後の死傷事故件数は約6割減少

Copyright(c) ＮＴＴ空間情報All Rights Reserved

至 玉名市

至熊本市中央区

3

当該箇所

楠野町

・対策前︓3.5件/年 ⇒ 対策後︓1.5件/年（約57％減少）
・死傷事故件数が3割以上減少し、抽出指標に該当していない ⇒ 対策完了

死
傷
事
故
件
数
（
件/
年
）

▲対策実施前後での平均死傷事故件数

対策対策前：3.5件/年

出典：イタルダ事故データ

対策後：1.5件/年

5
6

3

0

2
1

2

5 5

3

1

■位置図

【Check】対策効果の検証

【Action】対策完了の判断

【Do】対策の実施

【Plan】問題の把握と対策立案

写真①

写真②

写真①

写真②

カラー化、減速路面標示

交差点内のカラー化

写真① 写真②

■事故概要
走行速度が高いまま流入した車両が、交差点や店舗への流
出車両の減速行動を見落とし、追突事故が発生
■対策立案
・目的︓ドライバーに注意を喚起 ⇒ 交差点のカラー化
・目的︓速度抑制 ⇒ 減速路面標示

対策前 対策前

対策後

対策後



至 出水市

至 八代市

北袋南袋歩道整備（北袋）

H25
整備済

L=40m

H26
整備済

L=80m

H28整備区間
Ｈ２７整備済
L=250m

L=100m

L=260m Ｈ２７整備済

L=210m Ｈ２４整備済

袋歩道整備（Ｈ２４完）

北袋南袋歩道整備（南袋）

・対策区間の利用者から、対策効果（実感）を確認 ⇒ 対策完了

28

熊本県 事故ゼロプランの取り組み

（３）対策完了箇所（歩行者対策） 【 事例：国道３号 水俣市袋】

国道3号水俣市袋区間では、歩道の狭さによる人対車両事故の危険性が指摘されていた
歩道整備の対策実施により、利用者から歩行時の安全性向上を確認

至八代市

至出水市

3

上
り

下
り

当該箇所

当
該
箇
所

袋湾

■位置図

袋小・中学校

2500 3250 3250 500 1500500
11500

900 3250 3250 500 1500

9400
現況横断図 完成横断図

歩道
歩道歩道

▲現況断面及び完成断面

【Check】対策効果の検証（利用者の意見）

【Plan】問題の把握と対策立案

【Do】対策の実施

【Action】対策完了の判断

・国道3号を横断して登校する児童は半数以上（100人以上）と多く、整備前は路肩が狭かったため、信号待ち
している時が危険であった。
・整備後は歩道が広くなったため、信号待ちしている児童の事故に遭遇する危険性がほとんどなくなり、非常に満足
している。 （沿線小学校）

写真①

通学中の児童

■要望概要
国道3号の歩道が狭く、当該区間を利用する袋小・
中学生が、車両との事故の危険に晒されている状
況であるため、歩道整備を要望

■対策立案
・目的︓歩道利用者の安全性を確保
⇒ 歩道整備

写真②

通学中の児童

写真②対策前

対策後 対策後



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

幹線道路の事故対策
～カラー舗装整備ガイドライン（案）検討～
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カラー舗装整備ガイドライン（案）

30

全国的に、道路上で交通事故が多発する箇所や路線の案内表示が必要な箇所にカラー舗装を整
備し、ドライバーへの視覚的な注意喚起や案内誘導を実施

熊本県においても、注意喚起等を目的とした舗装のカラー化を行っているが、ベンガラ色や青色、緑色
など、道路管理者や整備場所、整備時期によって使用色は異なり、統一感が無い

更に、建設投資の減少に伴い、カラー舗装の維持管理に関わる予算も減少傾向にあることから、従
来の全面カラー化やその補修が困難な状況にある

１．検討概要

１）背景

使用色の相違による利用者の混乱を未然に防止するとともに、適切かつ持続的な維持管理に向け、
カラー舗装の整備に関する熊本県独自の統一基準（ガイドライン）の策定を目的とする

２）検討の目的

【県道１号 熊本市西区花園１丁目】【県道３１号 熊本市西区池田４丁目 崇城大学付近】

同じ注意喚起でも
場所によって異なる



カラー舗装整備ガイドライン（案）
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２．ガイドライン（案）

１）対象とする道路

２）整備ガイドラインを設けるパターン

○県道以上の幹線道路を対象とする（ただし、自専道は除く）
〇市町村道については、政令指定市が管理する市道及び幹線2級市町村道以上の道路を対象とする

○整備目的及び整備位置を踏まえ、以下のパターンについてカラー舗装を整備する際のガイドラインを策定する
○自転車通行空間の整備形態は、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（H28.7）」に準拠する

整備目的 整備位置 主な形状 色 整備ガイドラインを設ける基本パターン

案内誘導

一般道
（交差点流入部）

滞留区間︓車線中央を実線
テーパー区間、予告区間︓車線中央を破線

右折︓青色
左折︓ベンガラ色 ⇒ 整備ガイドライン（標準図）①

自専道 滞留区間︓車線中央を実線
テーパー区間、予告区間︓車線中央を破線 流出方向︓緑色

注意喚起
交差点部

滞留区間︓車線中央を実線
制動停止区間︓減速路面標示
注意喚起区間︓注意喚起文字

滞留︓ベンガラ色
減速路面︓白色
文字︓白色

⇒ 整備ガイドライン（標準図）②

その他（単路部） ※設置場所で個別に検討

通行位置明示

一般道
（交差点内右折）

右折停止位置までの区間︓車線中央を実線
右折走行位置︓車線中央を破線 右折︓青色 ⇒ 整備ガイドライン（標準図）①

バス専用レーン 交差道路が多く明示が必要︓車線中央を実線
交差道路が少ない︓車線中央を破線 バス︓ベンガラ色 ⇒ 整備ガイドライン（標準図）③

自転車通行帯 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインに
準じて整備 自転車︓青色

歩道がない路肩 1.0ｍ程度の幅を上限に路肩区間を全塗 路肩︓緑色

■ガイドラインを設ける基本パターン
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カラー舗装整備ガイドライン（案）
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■整備パターンフロー

カラー舗装の整備

案内誘導 通行位置明示

一般道（交差点流入部）

ベンガラ色 青色

左折 右折

ベンガラ色 青色

自専道

個
別
検
討

バス専用
レーン

自転車
通行空間

歩道がない
路肩

緑色色

形
状

位
置

目
的

【案内誘導（一般道：交差点流入部）について】
※複数の通行位置明示及び案内誘導が必要
な場合は、緑色、その他の色を検討
※案内標識とセットで明示することが望ましい

緑色

注意喚起

交差点部 その他

ベンガラ色

備
考

【注意喚起（交差点部）について】
※注意喚起が必要な箇所は、カラー舗装区間の手前に路面標示（文字）を追加
※渋滞している低速区間は横文字、速度が高い郊外部などは縦文字で設置
※減速路面標示を併用して注意喚起を強化する必要がない箇所は、減速路面
標示を整備しなくてもよい

バ
ス
専
用

バ
ス
専
用

バ
ス
専
用

バ
ス
専
用

【基本形】 【その他】

【バス専用レーンについて】
※基本形は、交差道路が多く、バス専用レーンを
明確に示す場合に使用（主に都市部）
※その他は、交差道路が少なく、バス専用レーン
を示す程度でよい場合に使用（主に郊外部）

【交差点流入部】 【交差点内】

【歩道がない路肩】
※全塗する路肩区間は、
1.0ｍ程度の幅を上限

【交差点流入部】



カラー舗装整備ガイドライン（案）
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３）カラー舗装の整備幅

○ライフサイクルコストの観点から、車両走行による磨耗の低減が可能な幅とする
○案内表示や注意喚起に用いる幅は、小型自動車の車輪が踏まない程度の幅として、道路構造令の車両諸
元を参考にW=0.9ｍに設定する

（出典：道路構造令の解説と運用 P163）

■小型自動車及び普通自動車の車両諸元



カラー舗装整備ガイドライン（案）
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４）使用色

基本色 主な目的 主な用途

ベンガラ色
注意喚起
案内誘導
通行位置明示

・交差点流入部における注意喚起
・主方向や左折方向への案内誘導
・バス専用レーンの明示

青色
案内誘導
通行位置明示

・従道路（右折車）の案内誘導
・交差点内の通行位置明示
・自転車通行位置（矢羽根など）
※「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に準拠

緑色
案内誘導

通行位置明示

・自動車専用道路への案内誘導
・複数の案内誘導、又は交差点内通行位置明示が必要な場合
・歩道がない路肩の通行位置明示

その他の色※ 案内誘導 ・複数の案内誘導、又は交差点内通行位置明示が必要な場合
※その他の色を使用する際は、事前に関係機関と協議すること

■使用色（案）

○色は、基本的にベンガラ色と青色を使用し、複数の色が必要な場合のみ緑色、その他の色を検討※する
※その他の色を使用する際は、事前に関係機関と協議すること
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生活道路の事故対策の概要
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【交通事故死者数の推移】

（出典：国土交通省HP）

【道路種別の交通事故件数の推移】

【人口10万人あたり交通事故死者数の比較】

 平成30年の交通事故死者数は、昭和23年以降の統計で最小となったものの、幹線道路に比べて生活道
路の死傷事故件数の減少割合は小さい

 人口10万人あたり自動車乗車中死者数は先進国最小であるものの、歩行中・自転車乗車中は最下位

１．生活道路の事故対策の必要性

自動車
乗車中

歩行中・自転車
乗車中



歩行中

17人

（28%）

自転車乗車中

9人

（15%）
二輪車乗車中

11人

（18%）

自動車乗車中

21人

（35%）

その他

2

4%

【熊本県の状態別交通事故死者数（H30）】

（出典：熊本県警統計資料）

約４割が歩行中・自
転車乗車中に発生

生活道路の事故対策の概要
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【生活道路の速度別の死亡事故確率】

【状態別交通事故死者数】

（出典：国土交通省HP）

 全国と同様、熊本県においても死者数全体の半数近くが歩行中・自転車乗車中に発生しており、その内の
約６割が自宅から500ｍ以内の身近な場所で発生

 死傷事故において、衝突速度が30km/hを超えると致死率が急激に上昇

１．生活道路の事故対策の必要性

全国 熊本県

57%

43%
生活道路

死者数

（51人）

自宅から

500m

以内

自宅から

500m以上

（資料：H26～H29年交通事故・生活道路統合データ）

※生活道路の死者数98人の内、
自宅からの 距離が判明している
51人を対象として集計

【熊本県の生活道路の死亡事故発生状況】
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第10次熊本県交通安全計画では、対策の８つの柱の一つに「道路交通環境の整備」が挙げられ、
「生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備」が最上段の項目に

２．熊本県の交通安全計画

■第10次熊本県交通安全計画

出典：第10次熊本県交通安全計画
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生活道路の事故対策の概要

国土交通省では、ビッグデータを活用して、①生活道路の事故発生状況、②対策エリアの危険箇
所の分析、③対策効果の検証を行い、各自治体の取り組みをバックアップ

３．生活道路対策エリアの取り組みフロー

【生活道路対策エリア候補の抽出】
交通事故データ等を活用し、候補区域を抽出

【メッシュデータ等の提供】
交通事故総合分析センター(ITARDA)HPで生活道路の交通事故発生状況を
公開 ※地域メッシュ（約500m×500m）別

【生活道路対策エリアの登録】
登録様式を作成し、直轄国道事務所等（安推連事務局）へ登録申請

・ゾーン30指定（検討を含む）区域と整合を図って抽出
・関係する道路管理者及び警察と協議を行い、合意を得る

【取組の公表】
地域住民や道路利用者等の理解と協力を得るために、各市町村
のホームページや広報誌等を活用して積極的に情報発信

【技術的支援】
・ビッグデータの分析結果の提供
・通学路ヒヤリマップとビッグデータの
分析結果の重ね合わせ

・可搬型ハンプの貸出し

・交通安全診断を行う
有識者の斡旋

地域協働の推進体制の構築

・教育委員会 ・学校 ・PTA ・警察
・道路管理者 ・自治会代表者 等

Check
○対策効果の把握

Do
○対策実施

Plan
○点検、計画策定

Action
○対策の
改善・充実

PDCAサイクルの継続的な取組
進めるため、通学路の交通安全
確保の推進体制等を活用し、
地域協働の推進体制を構築

【財政的支援】
防災・安全交付金による支援

施設からの
車が危険

通過交通が多く
速度も速く危険

車の速度が
速く危険

小学校

[通学路ヒヤリマップ]

[ビッグデータの分析情報]
✕ ：急ブレーキ発生地
点 ：30km/h超過割合50%以
上

：ヒヤリ箇
所

[交通事故]
：交通事故発生地
点

－凡 例－

＜通学路ヒヤリマップとビッグデータの分析結果の重ね合わせイメージ＞

地方公共団体が主体的に取り組む内容 国等による情報提供・支援内容

（出典：国土交通省ＨＰ）

＜可搬型ハンプの貸し出し＞
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生活道路の事故対策の概要

 「生活道路の新仕様」を標準化し、物理的に速度低減を図る対策を徹底的に実施することで、歩車
混在から歩行者・自転車中心の空間へ転換

４．今後、検討・推進していく対策メニュー

（出典：第47回基本政策部会資料（H27.4.8））
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生活道路の事故対策の概要

目的や場所の特性等によって様々な対策を選択・組み合わせることで、効果的な対策を実施
【参考】 対策メニュー例

通
学
路
マ
ー
ク

○交通量を抑える

減
速
路
面
標
示

○速度が下がる

グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト

○危険箇所が分かる

イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ

○速度が下がる

カ
ラ
ー
舗
装

○危険箇所が分かる

イ
メ
ー
ジ
狭
さ
く

○速度が下がる

法
定
外
表
示

○危険箇所が分かる

仮
設
の
対
策

○対策を試しやすい
○速度が下がる
○危険箇所が分かる

ハ
ン
プ

車道に凸型路面を設置

○速度が下がる
○危険箇所が分かる

△若干の振動や騒音あり
（走行車両が速い場合）

狭
さ
く

一部区間の車道を狭くする

○速度が下がる
○交通量を抑える（片方通行）
○危険箇所が分かる

△双方向通行できない（譲り合い）
△沿道乗入れに制限あり

シ
ケ
イ
ン

ジグザグにして蛇行

○速度が下がる
○交通量を抑える（ジグザグ）
○歩道空間が増える

△双方向通行できない(譲り合い)
△沿道乗入れに制限あり

遮
断

地区内の入口で物理的遮断

○交通量を抑える（通行止）
○自転車・歩行者が安全

△住民負荷が大きい
△合意形成が必要

カラーコーン

【主な対策事例（物理的デバイス）】 【簡易的な対策事例】○：主な効果 △：課題

（区画線で凸型に見せる）

（区画線でジグザグに見せる）

○：主な効果 △：効果が限定的、持続性が低い

可搬型ハンプ
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熊本県における生活道路の事故対策

57

208

熊本県では20地区を生活道路対策エリアに登録し、3地区は対策が完了（部分対策含む）、
17地区は地元住民との協議を進めながら対策を検討中

５．熊本県の対策エリア

▲熊本県内の生活道路における死傷事故発生状況（H25-H28）

No 登録年月 市町村 地区名

① H28.3 熊本市 黒髪地区 ※

② H28.3 熊本市 月出地区 ※

③ H28.3 熊本市 平成地区 ※

④ H29.10 菊池市 七城地区

⑤ H30.8 熊本市 新屋敷１丁目地区

⑥ H30.8 熊本市 新屋敷２丁目地区

⑦ H30.8 熊本市 馬渡１丁目地区

⑧ H30.8 熊本市 東町３丁目地区

⑨ H30.9 人吉市 東小学校地区

⑩ H30.9 人吉市 東間小学校地区

⑪ H30.9 玉名市 岩崎地区

⑫ H30.9 八代市 松高地区

⑬ H30.9 八代市 八千把地区

⑭ H30.9 八代市 宮地地区

⑮ H30.9 嘉島町 上島地区

⑯ H30.9 あさぎり町 免田東地区

⑰ H30.9 天草市 川原町地区

⑱ H30.9 天草市 浜崎町外地区

⑲ H30.10 合志市 永江団地地区

⑳ R1.8 合志市 杉並台地区

▼対策エリアの概要 ※対策済み（部分対策含む）R1.10末時点

３

57

３

３

①
⑥
⑤

③
⑦
⑮

⑧

②

⑲

⑨

⑯

⑩

⑭⑱
⑫
⑬

⑰

④
⑪

⑳
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国土交通省では、ビッグデータを活用して、①生活道路の事故発生状況、②対策エリアの危険箇所
の分析、③対策効果の検証を行い、各自治体の取り組みをバックアップ

事例：合志市杉並台地区（危険箇所分析）

【ヒヤリハット（急減速）発生箇所】

【地区内走行車両の走行速度】

【通過車両の経路分析】

経路①

経路②

６．国土交通省による情報提供・技術的支援

ヒヤリ・ハット箇所

－0.3G以下

データ：ETC2.0プローブ情報
（R1.1～R1.3 昼間12時間）

通学路（小学校）

分析エリア

発着車両

84%
（893台）

通過車両

16%
（175台）地区内に用事

の無い通過
車両が存在

経路NO 通過台数

経路① 39
経路② 25
経路③ 23
経路④ 14
経路⑤ 14
経路⑥ 11
経路⑦ 10
経路⑧ 7
その他 32

小計①～⑧ 143

データ：ETC2.0プローブ情報
（R1.1～R1.3 昼間12時間）

データ：ETC2.0プローブ情報
（R1.1～R1.3 昼間12時間）
※30km/h以上を表示

車両走行速度

50km/h以上
40～50km/h
30～40km/h

通学路（小学校）

分析エリア
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令和元年５月８日に、滋賀県大津市で発生した園児の交通死亡事故等をうけ、昨今の事故情勢を
踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議を開催

 「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」として取りまとめ

７．未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底について

１．未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全確保

２．高齢者の安全運転を支える対策の更なる推進

３．高齢者の移動を伴う日常生活を支える施策の充実

（１）未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検の実施
（２）子供の安全な通行を確保するための道路交通安全環境の整備の推進
（３）地域ぐるみで子供を見守るための対策等
（４）小学校の通学路の合同点検

（１）安全運転サポート車の普及推進等
（２）運転に不安を覚える高齢者等の支援
（３）高齢運転者に優しい道路環境の構築

（１）公共交通機関の柔軟な活用
（２）制度の垣根を越えた地域における輸送サービスの充実
（３）自動運転技術等新たな技術を活用した新しい移動手段の実用化

【未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策】

緊急安全点検の実施（熊本県）
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７．未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底について

【実施事例：熊本県熊本市北区龍田陳内地区】

■未就学児の利用状況

■対策図

至

山
鹿
市

写真①

龍田西小学校

たつだ保育所

対策箇所

３８,８６４台/日
至 宇土市

未就学児の
移動経路

凡例

認定こども園

通学路

小・中学校

至 山鹿市

龍田西交差点

至

宇
土
市

写真①

車両用防止柵設置

車両用防止柵設置

対策箇所

【位置図】

防護柵の設置イメージ

写真②

点検実施状況

写真②

写真③

写真③



46



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  









6

6

H27.3

1.5m 1.5m
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20 2
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